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１．バランス(コスト～事業効果～リスク)を考慮した事業計画検討 

１－１．事業計画検討方針 

今後は人口減少や下水道施設の維持管理・改築量の増大などの財政制約がより一層厳しく

なるものと考えられます。このため事業の各段階で「コスト～事業効果～リスク」のバラ

ンスを考慮し、施策内容・目標を設定していく必要があります。 

また、コスト～事業効果～リスクは、トレードオフ注）の関係にあるものもあり、各施策

実施状況やニーズ、財政状況などを総合的に考慮し、 も効果的な事業内容を検討していく

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１ 下水道中期ビジョンおよび下水道経営計画検討の視点 

「コスト～事業効果～リスク」 
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注） トレードオフとは、一方を優先すれば他方を後回しにせざるを得ないという二律背反の関係のこ

とである。たとえば、事業費を抑制し財政を優先すると、それだけ事業量が減少し下水道の効果

の発揮が遅れ、生活環境や公共用水域の保全が後回しになる。 
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１－２．下水道事業の財政シミュレーションパターンの考え方 

下水道事業の現状と経営の見通し（財政シミュレーション）においては、下水道中期ビジ

ョンの実現のために、下記の項目について事業費を計上しました。 

このうち、基本方針１については、「那須塩原市生活排水処理構想 平成 21 年度検討」

によって整備目標と事業量を決定しました。また、基本方針３の安全・安心なまちづくり

については、人命・財産等を守るために必要な事業を重点的に行うものとして事業対象を絞

り込み、基本方針４はＰＤＣＡサイクル注）による事業運営行うものとして事業計画を立案

しました。 

本検討では、今後本格的に事業を実施する基本方針２の施設の計画的維持管理・更新に

ついて「コスト ～事業効果～ リスク」のバランスを考慮した事業パターンの検討を行いま

した。 

 

 
  

基本方針１．生活環境の改善と利便性の向上のために 

市民の健康で快適な生活環境を確保する上で欠かすことのできない基幹的な社会基盤で

ある汚水処理施設を全ての市民に普及させ、施設を維持することを重点課題と考え、下水道

財政シミュレーションでは下記の施策事業費を計上しました。 
施策１－１．公共下水道の整備促進（汚水管渠）の整備 
施策１－３．水処理センターの増設 

 
  基本方針２．環境保全機能の向上のために 

また、継続的に下水道サービスを提供するために、下記の施策事業費を計上しました。 
財政シミュレーション 
パターン検討対象 

施策２－３．下水道施設の計画的な管理 
施策２－５．水処理センターの設備更新 

 
  基本方針３．安全・安心･･･安全なまちづくりのために 

 浸水被害は発生しやすい地域の安全・安心のために、また、万が一の地震発生時にも安全

で安心して下水道施設が使えるために、下記の施策事業費を計上しました。 
施策３－１．公共下水道雨水管渠の整備 
施策３－３．下水道施設の耐震化計画の策定 
施策３－４．計画に基づく下水道施設の耐震化 

 
  基本方針４．健全な下水道経営のために 

 人と自然がふれあうやすらぎのまち那須塩原を実現し将来へつなげるためには下水道の

健全経営とＰＤＣＡサイクル注）よる改善などの継続的な取組みが必要と考え、下記の施策

事業費を計上しました。 
施策４－２．継続的な経営改善や効率的な経営手法の導入 

 
注） ＰＤＣＡサイクルとは、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Act（改善）のサイクルのこ

とで、これを繰り返すことによって、継続的に業務を改善していく手法 
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１－３．設備更新事業計画パターンの設定 

（１）耐用年数の設定 

今後、本格的に実施する「施策２－５．水処理センター等の設備更新」事業は、設備の劣

化状況や故障時の影響度等を考慮し、事業実施時期を検討していく必要があります。 
標準的な耐用年数や全国での実績は表１－１に示すとおりであり、施設の運転状況や維持

管理状況などにより、耐用年数に幅が生じます。 
 

表１－１ 施設・設備の耐用年数 

 標準耐用年 全国での実績 

管渠 50 年 50～120 年 

機械・電気設備 概ね 15 年 15～35 年 処理場等 

土木・建築設備 50 年 50～70 年 

 

那須塩原市の公共下水道は、昭和 55 年度に黒磯処理区で供用開始、昭和 60 年度に塩原処

理区と北那須流域関連処理区で供用開始しています。それぞれ概ね 30 年、25 年が経過して

います。処理場の機械・電気設備は既に標準耐用年数(概ね 15 年)を超えているものもあり、

状況に応じて修繕しながら延命化し、使用している状況です。これらの状況を勘案し、本検

討では表１－２に示すサイクルで改築するものとして事業計画検討を行いました。 

 

パターン１･･･「効率的な汚水処理施設整備のための都道府県構想策定マニュアル(案) 

平成 20 年 9 月 国土交通省都市・地域整備局下水道部」に示される全国

実績値の平均値を採用する案 

パターン２･･･パターン１に対し、さらなる延命化を行う案で、全国実績の 長使用実績

を用いる案 

 

表１－２ 本市の下水道事業での改築サイクル案 

 パターン１ 

(全国実績の平均) 

パターン２ 

（さらなる延命化） 

管渠 概ね 85 年 概ね 120 年 

機械・電気設備 25 年 35 年 処理場等 

土木・建築設備 60 年 70 年 
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（２）施設・設備の延命化によるリスク 

施設・設備の更新は極力早い段階で行うことで安全性は高まりますが、コストは増大しま

す。また、更新時期を遅らせる場合は施設の故障等のリスクが増大することとなります。 
 ここで、パターン２では、施設の更新時期を先送りすることによるコスト縮減効果とリス

ク増大が考えられます。表１－３にパターン１に対するパターン２のコスト縮減効果とリス

ク増大量の目安を示します。 
 後述する財政シミュレーションでは、各パターンのコスト～リスク等のバランスを考慮し、

採用案を決定する必要があります。 
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効果 リスク 

コスト

効果 リスク

コスト 

効果 リスク 

現在までの事業実績や

ニーズにより、効果･コ

スト･リスクバランスの

とれた事業･目標を設定

～事業･目標変更～ 
事業効果を優先した

施策見直し 

・事業効果アップ 

・コスト増大 

・リスク縮小･回避 

・事業効果縮小 

・コスト縮減 

・リスク増大 

バランス重視案事業効果優先案 コスト縮減優先案 

～事業･目標変更～ 
コストを優先した

施策見直し 

●パターン２● 
～更に延命化～ 

管渠･･･････120 年 
機械電気･･･35 年 
土木建築･･･70 年 

 
～標準耐用年～ 
管渠･･･････50 年 
機械電気･･･15 年 
土木建築･･･50 年 

●パターン１● 
～全国平均～ 

管渠･･･････85 年 
機械電気･･･25 年 
土木建築･･･60 年 

 
 
 
 図１－３ 改築サイクルの検討パターンイメージ 
 

表１－３ パターン２のコスト縮減効果とリスク増大量の目安（H23～H52 年） 
 パターン１ パターン２ 効果・リスク 

管渠更新費 約 37 億円 約 22 億円 約 15 億円縮減 
処理場更新費 約 91 億円 約 43 億円 約 48 億円縮減 

コスト 
 

汚水処理費(私費) 約 461 億円 約 454 億円 

効

果
約 7 億円縮減 

管渠 故障のリスクは
小さい 

約 10km の管渠の
更新が先送り 

道路陥没等の危険
が生じる。 

リスク 

処理場 故障のリスクは
小さい 

各種設備の更新
が先送り 

リ
ス
ク

故障設備の種類に
より、1 池～全施
設の運転停止の危
険が生じる。 
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【管渠の劣化によるリスク】 
 管渠は地中に埋設されており目には見えない施設ですが、毎日休むことなく下水を送水し

ています。その中で、図１－４に示すように、酸性排水による腐食、大型車両振動による破

損、木の根の侵入など、様々な劣化・破損の危険性を持っています。また、破損した管渠は

土砂や地下水を引き込み、道路陥没事故を起こす危険性が高まります。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

木の根の侵入で
破損

大型車両の
重量・振動で破損

水道・ガスなどの
工事で破損

酸・アルカリ性など
様々な排水により
ｺﾝｸﾘｰﾄが腐食

図１－４ 管渠劣化の原因 

下水管きょの破損部から
地下水などが浸入

地下の土砂が
下水管きょに引き込まれ

空洞ができ
道路が陥没します

空洞化
道路陥没

土砂も一緒に
下水管きょの中へ浸入

図１－５ 管渠劣化による道路陥没事故発生 

本検討では、パターン２の場合、更新を先送りする約 10km の管路で、道路陥没事故発

生の危険性が高まるものと考えられます。また、管渠は地中埋設で状態把握が困難なため、

いつ・どこで道路陥没が起きるか分からないという危険性があります。 
 

 破損・陥没の状況によっては、人命にもかかわる大きな影響が生じる！ 

 事故発生時には交通規制や観光地でのイメージダウンなどの影響もある！ 

 いつ・どこで起きるか分からない！ 

 約 10km の管渠で道路陥没の危険性！ 

パターン２でのリスク（管渠） 
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【処理施設の劣化によるリスク】 
 処理場は様々な機能を持つ施設・設備で構成されており、毎日休むことなく下水を処理し

ています。日々の適正な維持管理により、老朽化した機器も修繕しながら使用している状況

ですが、さらなる劣化が進む場合は、改築更新する必要が生じます。機器故障時には機器特

性により様々な故障時被害が想定されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ポンプ場 

汚泥処理施設

沈砂池 

最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池

滅菌池

管理棟 火災 
電気設備等 

未処理放流
水質汚濁 

下水の溢水 

下水道の 
使用制限 臭気漏れ 

電気漏えい

薬品･劇物
漏れ 

図１－６ 処理場機器故障等による被害発生 

●例えば、下水道使用制限の場合● 
 那須塩原市では現在、黒磯水処理センターで 8池を運転し、約 24,500 人、約 9,640 世帯

分の汚水を処理しています。また、塩原水処理センターでは 5池を運転し、約 1,500 人、約

730 世帯と観光施設等からの汚水を処理しています。 

 処理場の電気設備故障などの場合は、全施設運転停止につながる場合もあり、この場合は

下水道へ接続している全世帯へ影響します。また、水処理 1池分の故障などの場合でも、部

分的な使用制限などが生じる場合があります。 

 
●例えば、未処理放流の場合● 
 水処理施設が機能しなくなった場合、未処理の下水が河川等へ流出する可能性があります。

また、処理場の空き地に仮設沈殿池を設置し、塩素消毒のみを行うなどの対処を行う場合も

あります。 

 通常、ＢＯＤ注)200mg/l程度で流入する下水を黒磯水処理センターでは 10mg/l程度、塩原

水処理センターでは 1mg/l程度まで処理して、河川へ放流しています。下水処理場からの放

流基準は 15mg/lとなっていますが、未処理の場合は 200mg/l程度、仮設沈殿池等での沈殿・

消毒放流のみの場合は 100～140mg/l程度までしか処理できずに河川へ放流することとなり

ます。 

注） ＢＯＤとは、水中の分解可能性有機物質(汚れ)を生物(細菌)化学的に分解(食べる)安定化するため

に必要な酸素量を mg/l であらわしたもので、水質汚濁の重要な指標の一つである。BOD 値がﾞ

大きいほど汚濁が進行しているものと判断される。Biochemical Oxygen Demand の略。 
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表１－４ 処理場からの放流水質等の目安 
ＢＯＤ水質 水質状況の目安 備考 

1mg/l 環境基準ＡＡ 

水道 1 級で、ろ過等の簡易な処理で水道として利

用できます。 

生物はヤマメやイワナ等が生息できます 

←箒川(夕の原) 

那珂川(晩翠橋) 

 の水質は 1mg/l 以下 

←塩原水処理センター放流

実績は平均 1.2mg/l 程度 

5mg/l 

 

環境基準Ｃ 

水道－：水道使用の基準には該当しません 

生物はコイ、フナ等が生息できます 

 

10mg/l 

 

環境基準Ｅ 

汚れた川と感じられます 

←黒磯水処理センター放流

実績は平均 9.5mg/l 程度 

15mg/l 

 

公共下水道の放流基準で、年間を通して 大でも

15mg/l 以下で放流する必要があります 

←放流基準 

100mg/l 処理場で沈殿・消毒程度の簡易処理を行った場合

の水質 

←事故時等で簡易処理を行

う場合 

200mg/l 生活雑排水の水質 ←未処理放流の場合 

 
 
 
 
 
 

処理施設故障時の対応例 
仮設沈殿池への固形塩素供給 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境への影響や観光地でのイメージダウンなどの影響も大きい！

 電気系統の故障などで全施設運転停止の場合は 

大 26,000 人以上もの市民生活に影響が生じる！

 未処理放流の場合は、ヤマメやイワナの住む河川を汚濁し、 

パターン２でのリスク（処理場） 
 処理場機器は色々な特性があり、故障時の事故内容も多岐に渡る！ 

 



 参考に、県内における各市町の経営状況を次表に示します。 

 

以上のことから、今後は、経費負担区分原則にもとづき一般会計からの基準外繰入金を低減・解消し

ていくために、汚水処理費のさらなる低減はもちろんのこと、使用料単価の見直しについても検討して

いく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 使用料収入や汚水処理費（私費負担分）を他都市と比較すると、次のことが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

２－１．下水道事業の経営状況 

２．下水道事業の経営の方向性 
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① 汚水処理原価（私費負担分）は、県内市町平均や全国平均と比べると高いが、同規模都市平

均と比べると低い原価となっており、汚水処理費は比較的低く抑えられている。 

② 使用料単価は、同規模都市平均はもちろん、県内市町平均及び全国平均よりも低いことから、

他都市に比べて低い使用料単価となっている。 

③ 経費回収率は、同規模都市平均はもちろん、県内市町平均及び全国平均よりも低いことから、

他都市に比べて低い経費回収率となっている。 

那須塩原市の下水道事業は、包括的民間委託や借換債活用などの経営努力により汚水処理費を

低く抑えているものの、使用料単価が比較的低いことから、使用料収入だけで私費負担分の汚水

処理費を賄うことが出来ず、不足分を一般会計から基準外繰入金として補填している。 

次表に、県内市町、全国平均、同規模都市平均との下水道経営状況の比較を示します。 

※一般的に、事業規模が大きいほど汚水処理原価や経費回収率は低い傾向にある。 

表 2-1 県内市町・全国平均・同規模都市平均との経営状況の比較 

項目
汚水処理原価
(円／m3）①

使用料単価
(円／m3)②

経費回収率
②／①

那須塩原市 178.8 129.9 72.7%

県内市町平均 158.8 139.1 87.6%

全国平均 155.3 134.2 86.5%

同規模都市平均 191.0 150.4 78.7%

【他都市との経営状況比較結果の考察】 

 



 

 - 9 -
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２－２．下水道事業の財政シミュレーション 

 

（１）基本的考え方 

将来の財政予測を行うにあたっては、経費負担区分原則にもとづき基準外繰入金の解消が目標となり

ますが、そのためには支出の抑制（コスト縮減）を合理的に進めるとともに、それでも不足する財源に

ついては、費用や負担の平準化などの工夫を図りながら確保していくことが求められます。 

 

①支出の抑制について 

1）汚水管渠の整備（施策１－１）  

  ・現行の計画では、H23～H38 で年平均 28ha、H39～H54 で年平均約 60ha を整備することで、整備を

完了させる予定ですが、本ビジョンでは、生活排水処理基本構想で確定している H37 までの整備

面積は踏襲するものの、H38 以降は事業費抑制のため、年平均 28ha のペースで整備することとし

ます。 

 2）水処理センターの増設（施策１－３） 

  ・水処理センターの増設については、施策１－１の実施に併せて行います。 

 3）下水道施設の計画的な管理（施策２－３） 

  ・維持管理費については、これまでも包括的民間委託の導入により経費節減の努力を行っている一

方で、今後は施設の老朽化に伴い、修繕費等の増加が見込まれます。 

・本ビジョンでは、引き続き改善を進めていくことにより、現在の維持管理費水準（単価）を維持

していくものとします。 

 4）管渠・処理場の更新（施策２－５） 

 ・これまでに建設された既存ストック（管渠、処理場）については、計画期間中にその一部を更新

する必要があります。 

・安全性を 優先するのであれば極力早い段階で更新していくことが理想ですが、本ビジョンでは、

現在の維持管理費水準の中で予防保全を行い、更新時期を延ばすことで事業費の低減を図ります。 

 5）雨水管渠の整備（施策３－１） 

 ・雨水管渠の整備については、現在の整備枠の中で、浸水被害が起こりやすい地区を優先的に行っ

ていきます。 

 6）その他の施策 

  ・その他の施策（耐震化、経営改善）については、総建設改良費の一定比率の枠を確保します。 

  ・その他、流域下水道への負担金などの必要経費を計上します。 

 

なお、将来事業費の予測にあたり、上記にて述べた事業費を計上したのち、年度間の事業費の変動を

緩和し経費負担の急増を回避するため、建設改良費について平準化を図ります。 
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事業費の平準化イメージ 

 

②財源の確保 

 1）資本費平準化債の活用 

・現状における経費回収率は約 73％(H21)と低いものの、借金の返済（起債償還費）ピークは過ぎ

ており、今後は資本費（起債償還費）が低下していくことが予想されます。 

・そこで、基準外繰入金が多額に発生する年度に資本費平準化債を活用することで、資本費の平準

化を図ることが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起債償還費の低下 

 

 2）使用料単価の改定 

  ・現状の使用料単価は他都市に比べて比較的低く設定されていることから、使用料単価を改定する

ことにより、基準外繰入金の圧縮を図ることが考えられます。 
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【参考】資本費平準化債について 
 
●資本費平準化債の目的 
 資本費平準化債とは、簡単に言えば「借金のための借金」です。目的は、建設した施設の耐用年数と、

財源として借り入れた借金の償還期間の時間差によって生じる資金不足を解消することです。 
 通常、地方債の元金償還期間は 23 年～25 年ですが、下水道施設の耐用年数は平均で 45 年程度です

ので、耐用年数と元金償還期間の間に約 20 年の時間差があります。 
 例えば、耐用年数が 50 年のものを 50 年間で返済するような条件の借金であれば、各世代で借金を均

等に負担しているといえます。ところが、耐用年数 50 年のものを 30 年間で返済しなければいけない場

合、耐用年数との差である 20 年間の将来負担分も 30 年間で返済していることになります。 
 このような時間差による資金不足を解消して世代間の負担の公平化を図る、つまり「資本費」を「平

準化」するために設けられたのが資本費平準化債です。 
 
●資本費平準化債の仕組み 
 資本費平準化債の借入可能額は、以下の算式で求められます。 
 資本費平準化債借入可能額＝各年度の元金償還額＊１－各年度の減価償却費 
  ＊１．資本費平準化債分を除く 
 
 また、地方公営企業法を適用していない事業の場合の減価償却費は次の算式で求められます。 
 各年度の減価償却費＝地方債借入総額＊２÷44 年×0.9 
  ＊２．地方債借入総額は、当該年度の 45 年前から前年度までの総額で、資本費平準化債及び借換

債を除く 
 
●資本費平準化債が収支に及ぼす影響 
 単年度でみれば、資本費平準化債を借り入れることにより、基準外繰入金やそれに替わる使用料負担

水準が軽減されます。 
 ただし、長期的にみれば、借入年度以降の元金と利子の償還額が増加します。低利率への借換のよう

な利子の償還額を減額させるような効果はありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

起債年 5 年目 

利息 
減価償却費

元

金

償

還

金 

資本費平準化債

発行可能額 

28 年目 
(本債の償還終了)

資本費平準化債に係る償還費 

50 年目 

資本費平準化債発行可能額 
＝元金償還費と減価償却費の差額 

【一般的な起債を想定】 
償還年数 28 年（うち元金据置 5 年） 

資本費平準化債のイメージ
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（２）財政シミュレーションパターン 

前項の考え方をもとに、下記の４つのパターンを想定し、各パターンについてシミュレーションを行

います。 

表 2-2 財政シミュレーションパターン 

パターン 内 容 

パターン 

1-1 

・管渠・処理場の更新サイクルを平均耐用年数で行う場合 

■平均耐用年数 管渠；85 年（50～120 年）※１、 

処理場（機械電気設備）；25 年（15～35 年）※１

※1．「効率的な汚水処理施設整備のための都道府県構想策定マニュアル」より 

・建設改良費の平準化；管渠・処理場の新設・更新を含めて実施 

 ※既存の管渠整備計画（H37 迄）、処理場更新計画（H31 迄）は固定 

パターン

1-2 

・パターン 1-1 に対し、資本費の平準化を図るため、資本費平準化債を活用する場合 

パターン

2-1 

・管渠・処理場の更新サイクルを 大耐用年数で行い、投資額を抑制する場合 

 ■ 大耐用年数；管渠；120 年、処理場（機械電気設備）；35 年 

・建設改良費の平準化；管渠・処理場の新設・更新を含めて実施 

 ※既存の管渠整備計画（H37 迄）、処理場更新計画（H31 迄）は固定 

パターン

2-2 

・パターン 2-1 に対し、資本費の平準化を図るため、資本費平準化債を活用する場合 

 

 

（３）財政シミュレーション結果 

 次頁に、各パターンにおける財政シミュレーションの結果を示します。 
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■財政シミュレーション：パターン 1-1（更新サイクルを平均耐用年数とし、建設改良費を平準化する） 

 

図 2-1-1 建設改良費の予測（パターン 1-1） 図 2-1-2 汚水処理費と使用料収入・繰入金の予測（パターン 1-1・使用料単価;現行）

図 2-1-3 汚水処理費と使用料収入・繰入金の予測（パターン 1-1・使用料単価；回収率

100％） 

図 2-1-4 汚水処理費と使用料収入・繰入金の予測（パターン 1-1・段階的使用料単価改定 

使用料単価・5年毎改定・値上げ率 3.1％；回収率 100％） 
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■長期的な観点から… 

①現行の使用料単価の場合、基準外繰入金は H23～H52 の累計で約 36 億円に達する。 

②経費回収率を 100％とする場合の使用料単価は 144.9 円/m3 となるが、その場合の基準外繰

入金はH23～H52 の累計で約 18 億円にまで圧縮され、現行使用料単価の場合に比べて約 18

億円圧縮することが可能となるとともに、H36 以降は基準外繰入金が解消される。 

③段階的に使用料を改定する（5 年毎に改定・値上げ率 3.1％）場合、利用者の急激な負担増

を緩和する効果があるが、経費回収率を 100％とするためには、使用料単価は最大 156.1 円

/m3 まで値上げする必要が生じる。 

 

■中期ビジョンの視点から… 

 

③段階的料金改定を行った場合には、H23～H32 までの使用料単価を低くすることが可能であ

るが、基準外繰入金は累計約 23 億円必要となる。 

②仮に使用料単価を 144.9 円/m3 としても、H23～H32 の 10 年間における基準外繰入金は累計

で約 17 億円必要となる。 

①現行の使用料単価では、H23～H32 の 10 年間での経費回収率は 77.0％と低く、基準外繰入金

も累計で約 28 億円必要となる。 

H23～H32 Ｈ33～Ｈ42 H43～H52 合計

①使用料単価；現行 28 8 0 36

②使用料単価；回収率100％ 17 1 0 18

③使用料単価；5年毎・値上げ
率3.1％

23 2 0 25

①-② 11 7 0 18

①-③ 4 6 0 11

①使用料単価；現行 77.0% 93.0% 100.3% 89.7%

②使用料単価；回収率100％ 85.9% 103.8% 111.9% 100.0%

③使用料単価；5年毎・値上げ
率3.1％

80.7% 103.6% 118.7% 100.3%

②-① 9% 11% 12% 10%

③-① 4% 11% 18% 11%

経費回収率

項目

基準外繰入金
(億円)
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図 2-2-4 汚水処理費と使用料収入・繰入金の予測（パターン 1-2・段階的使用料単価改定 

使用料単価・5年毎改定・値上げ率 3.2％；回収率 100％） 

図 2-2-2 汚水処理費と使用料収入・繰入金の予測（パターン 1-2・使用料単価;現行）

■財政シミュレーション：パターン 1-2（パターン 1-1 に対し、資本費平準化債を活用して資本費を平準化する） 

図 2-2-1 建設改良費の予測（パターン 1-2） 

 

図 2-2-3 汚水処理費と使用料収入・繰入金の予測（パターン 1-2・使用料単価；回収率

100％） 
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■中期ビジョンの視点から… 

■長期的な観点から… 

 
 

③段階的料金改定を行った場合には、H23～H32 までの使用料単価を低くすることができ、同

期間での基準外繰入金の累計は 8億円まで圧縮できる。 

②仮に使用料単価を 145.6 円/m3 とした場合、H23～H32 の 10 年間における基準外繰入金は累

計で約 2億円にまで圧縮される。 

①現行の使用料単価の場合、資本費平準化債の活用により、H23～H32 の 10 年間で経費回収率

は約 88％と早期に向上する。

 

③段階的に使用料を改定する（5 年毎に改定・値上げ率 3.2％）場合、利用者の急激な負担増

を緩和する効果があるが、経費回収率を 100％とするためには、使用料単価は最大 157.0 円

／m3 まで値上げする必要が生じる。 

②経費回収率を 100％とする場合の使用料単価は 145.6 円/m3 となるが、その場合の基準外繰

入金はH23～H52 の累計で約 3億円にまで圧縮され、現行使用料単価の場合に比べて約 34 億

円圧縮することが可能となるとともに、H42 以降は基準外繰入金が解消される。 

①資本費平準化債の活用により基準外繰入金は年間を通して一定となるものの、現行の使用料

単価では H23～H52 の累計で約 37 億円に達する。 

H23～H32 Ｈ33～Ｈ42 H43～H52 合計

①使用料単価；現行 13 14 10 37

②使用料単価；回収率100％ 2 1 0 3

③使用料単価；5年毎・値上げ
率3.1％

8 2 0 11

①-② 11 12 10 34

①-③ 5 11 10 26

①使用料単価；現行 87.7% 88.3% 91.4% 89.2%

②使用料単価；回収率100％ 98.3% 98.9% 102.4% 100.0%

③使用料単価；5年毎・値上げ
率3.1％

92.0% 98.6% 108.7% 100.1%

②-① 10.6% 10.7% 11.0% 10.8%

③-① 4.3% 10.4% 17.4% 10.9%

経費回収率

項目

基準外繰入金
(億円)
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■財政シミュレーション：パターン 2-1（更新サイクルを最大耐用年数として投資額を抑制し、建設改良費を平準化する） 

 

図 2-3-1 建設改良費の予測（パターン 2-1） 図 2-3-2 汚水処理費と使用料収入・繰入金の予測（パターン 2-1・使用料単価;現行）

図 2-3-3 汚水処理費と使用料収入・繰入金の予測（パターン 2-1・使用料単価；回収率

100％） 

■長期的な観点から… 

H23～H32 Ｈ33～Ｈ42 H43～H52 合計

①使用料単価；現行 28 6 0 34

②使用料単価；回収率100％ 19 2 0 21

①-② 9 5 0 13

①使用料単価；現行 77.0% 94.5% 105.4% 91.5%

②使用料単価；回収率100％ 84.1% 103.2% 115.1% 100.0%

②-① 7.1% 8.7% 9.7% 8.5%

項目

基準外繰入金
(億円)

経費回収率

 
 

②仮に使用料単価を 141.9 円/m3 としても、H23～H32 の 10 年間における基準外繰入金は累計で約 19

億円必要となる。 

①現行の使用料単価では、H23～H32 の 10 年間での経費回収率は 77.0％と低く、基準外繰入金も累計

で約 28 億円必要となる。 

 

■中期ビジョンの視点から… 

②経費回収率を 100％とする場合の使用料単価は 141.9 円/m3 となるが、その場合の基準外繰入金は

H23～H52 の累計で約 21 億円にまで圧縮され、現行使用料単価の場合に比べて約 13 億円圧縮するこ

とが可能となるとともに、H36 以降は基準外繰入金が解消される。 

①現行の使用料単価の場合、基準外繰入金は H23～H52 の累計で約 34 億円に達する。 
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■財政シミュレーション：パターン 2-2（パターン 2-1 に対し、資本費平準化債を活用して資本費を平準化する） 

 

図 2-4-1 建設改良費の予測（パターン 2-2） 図 2-4-2 汚水処理費と使用料収入・繰入金の予測（パターン 2-2・使用料単価;現行）

図 2-4-3 汚水処理費と使用料収入・繰入金の予測（パターン 2-2・使用料単価；回収率

100％） 

■長期的な観点から… 

H23～H32 Ｈ33～Ｈ42 H43～H52 合計

①使用料単価；現行 10 12 8 30

②使用料単価；回収率100％ 1 2 0 3

①-② 9 10 8 27

①使用料単価；現行 90.1% 89.6% 93.3% 91.1%

②使用料単価；回収率100％ 99.0% 98.4% 102.5% 100.0%

②-① 8.9% 8.8% 9.2% 9.0%

項目

基準外繰入金
(億円)

経費回収率

 
 

①現行の使用料単価の場合、資本費平準化債の活用により、H23～H32 の 10 年間で経費回収率は約

90％と早期に向上する。

②仮に使用料単価を 142.7 円/m3 とした場合、H23～H32 の 10 年間における基準外繰入金は累計で

約 1億円にまで圧縮される。 

 

■中期ビジョンの視点から… 

②経費回収率を 100％とする場合の使用料単価は 142.7 円/m3 となるが、その場合の基準外繰入金

はH23～H52 の累計で約 3億円にまで圧縮され、現行使用料単価の場合に比べて約 27 億円圧縮す

ることが可能となるとともに、H42 以降は基準外繰入金が解消される。 

①資本費平準化債の活用により基準外繰入金は年間を通して一定となるものの、現行の使用料単

価では H23～H52 の累計で約 30 億円に達する。 
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（４）財政シミュレーション結果の比較 

 前項にて行われた各パターンにおける財政シミュレーション結果の比較を次表に示します。 

表 2-3 各パターンにおける財政シミュレーション結果の比較（１／２） 

項目 パターン１－１ パターン１－２ 

概要 ・更新サイクルを平均耐用年数とし、建設改良費を平準化する ・パターン 1-1 に対し、資本費平準化債を活用して資本費を平準化する 

建設改良費 
中期（H23～H32）；89 億円（うち更新費；23 億円） 

長期（H23～H52）；329 億円（うち更新費；128 億円） 

使用料単価；現行の場合 

期間 中期（H23～H32） H33～H42 H43～H52 長期（H23～H52） 中期（H23～H32） H33～H42 H43～H52 長期（H23～H52） 

汚水処理費（私費） 121 億円(168.7 円/m3) 110 億円(139.6 円/m3) 109 億円(129.5 円/m3) 340 億円(144.9 円/m3) 123 億円(171.8 円/m3) 119 億円(151.2 円/m3) 120 億円(142.2 円/m3) 362 億円(154.2 円/m3)

使用料収入 93 億円(129.9 円/m3) 102 億円(129.9 円/m3) 109 億円(129.9 円/m3) 305 億円(129.9 円/m3) 93 億円(129.9 円/m3) 102 億円(129.9 円/m3) 109 億円(129.9 円/m3) 305 億円(129.9 円/m3)

資本費平準化債 － － － － 17 億円 3 億円 － 20 億円 

基準外繰入金 28 億円 8 億円 0.2 億円 36 億円 13 億円 14 億円 10 億円 37 億円 

経費回収率 77.0％ 93.0％ 100.3％ 89.7％ 87.7％ 88.3％ 91.4％ 89.2％ 

考察 

・経費回収率は、長期においては約 90％まで向上するものの、中期においては低い回収率となってい

る。

・パターン 1-1 に比べ、中期の基準外繰入金は 15 億円（-54％）減少し、経費回収率も 10.7％向上し

ている。 

・資本費平準化債の活用により、中期における基準外繰入金の抑制効果が大きくなる。

使用料単価；経費回収率 100％の場合 

期間 中期（H23～H32） H33～H42 H43～H52 長期（H23～H52） 中期（H23～H32） H33～H42 H43～H52 長期（H23～H52） 

汚水処理費（私費） 121 億円(168.7 円/m3) 110 億円(139.6 円/m3) 109 億円(129.5 円/m3) 340 億円(144.9 円/m3) 123 億円(171.8 円/m3) 119 億円(151.2 円/m3) 120 億円(142.2 円/m3) 362 億円(154.2 円/m3)

使用料収入 104 億円(144.9 円/m3) 114 億円(144.9 円/m3) 122 億円(144.9 円/m3) 340 億円(144.9 円/m3) 105 億円(145.6 円/m3) 114 億円(145.6 円/m3) 123 億円(145.6 円/m3) 342 億円(145.6 円/m3)

資本費平準化債 － － － － 17 億円 3 億円 － 20 億円 

基準外繰入金 17 億円 1 億円 － 18 億円 2 億円 1 億円 － 3 億円 

経費回収率 85.9％ 103.8％ 111.9％ 100.0％ 98.3％ 98.9％ 102.4％ 100.0％ 

考察 
・現行の使用料単価に比べ、15 円/m3（+12％）改定することで、長期における基準外繰入金は 18 億円

（-50％）減少することから、料金改定による基準外繰入金の抑制効果は大きい。

・パターン 1-1 に比べ、若干使用料単価が高い（対現行単価で 15.7 円/m3 増）ものの、資本費平準化

債を活用することで、中期において経費回収率を 100％近くに引き上げることが出来る。

使用料単価；段階的料金改定（5年毎・値上げ率 3.1％）経費回収率 100％の場合 

期間 中期（H23～H32） H33～H42 H43～H52 長期（H23～H52） 中期（H23～H32） H33～H42 H43～H52 長期（H23～H52） 

汚水処理費（私費） 121 億円(168.7 円/m3) 110 億円(139.6 円/m3) 109 億円(129.5 円/m3) 340 億円(144.9 円/m3) 123 億円(171.8 円/m3) 119 億円(151.2 円/m3) 120 億円(142.2 円/m3) 362 億円(154.2 円/m3)

使用料収入 98 億円(136.0 円/m3) 113 億円(144.6 円/m3) 130 億円(153.8 円/m3) 341 億円(145.3 円/m3) 98 億円(136.3 円/m3) 114 億円(145.1 円/m3) 130 億円(154.6 円/m3) 342 億円(145.8 円/m3)

資本費平準化債 － － － － 17 億円 3 億円 － 20 億円 

基準外繰入金 23 億円 2 億円 － 25 億円 8 億円 2 億円 － 11 億円 

経費回収率 80.7％ 103.6％ 118.7％ 100.3％ 92.0％ 98.6％ 108.7％ 100.1％ 

考察 
・H23～H32 は使用料単価を抑制し、利用者の急激な負担増を緩和する効果はあるものの、経費回収率

100％を達成するためには、H43～H52 には使用料単価をさらに値上げする必要が生じる。

・パターン 1-1 に比べ、若干使用料単価が高いが、資本費平準化債を活用することにより、中期におい

て経費回収率を引き上げることが出来る。
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表 2-3 各パターンにおける財政シミュレーション結果の比較（２／２） 

項目 パターン２－１ パターン２－２ 

概要 ・更新サイクルを 大耐用年数として投資額を抑制し、建設改良費を平準化する ・パターン 2-1 に対し、資本費平準化債を活用して資本費を平準化する 

中期（H23～H32）；82 億円（うち更新費；15 億円） 

長期（H23～H52）；266 億円（うち更新費；65 億円） 
建設改良費 

・パターン 1-1 及び 1-2 に比べ、中期で約 7億円（-8％）、長期で約 63 億円（-19％）減少する。 

・更新年数をパターン 1-1 及び 1-2 よりも 10～35 年延ばすことにより建設改良費が抑制されているが、既存施設の老朽化に伴い故障する確率が高くなり、道路陥没や未処理放流などのリスクが高まる。 

使用料単価；現行の場合 

期間 中期（H23～H32） H33～H42 H43～H52 長期（H23～H52） 中期（H23～H32） H33～H42 H43～H52 長期（H23～H52） 

汚水処理費（私費） 121 億円(168.7 円/m3) 108 億円(137.5 円/m3) 104 億円(123.3 円/m3) 333 億円(141.9 円/m3) 124 億円(172.4 円/m3) 119 億円(151.6 円/m3) 117 億円(139.2 円/m3) 360 億円(153.5 円/m3)

使用料収入 93 億円(129.9 円/m3) 102 億円(129.9 円/m3) 110 億円(129.9 円/m3) 305 億円(129.9 円/m3) 93 億円(129.9 円/m3) 102 億円(129.9 円/m3) 110 億円(129.9 円/m3) 305 億円(129.9 円/m3)

資本費平準化債 － － － － 20 億円 5 億円 － 25 億円 

基準外繰入金 28 億円 6 億円 － 34 億円 10 億円 12 億円 8 億円 30 億円 

経費回収率 77.0％ 94.5％ 105.4％ 91.5％ 90.1％ 89.6％ 93.3％ 91.1％ 

考察 

・パターン 1-1 に比べ、基準外繰入金は中期で変わらず、長期でも 2億円（-6％）しか減少しない。 

・パターン 1-1 に比べ、経費回収率は中期で変わらず、長期でも 1.8％しか向上しない。 

・建設改良費を抑制しても、基準外繰入金の抑制効果がそれほど見られない。

・パターン 1-2 と同様に、資本費平準化債の活用により、中期における基準外繰入金の抑制効果が大き

くなる。 

使用料単価；経費回収率 100％の場合 

期間 中期（H23～H32） H33～H42 H43～H52 長期（H23～H52） 中期（H23～H32） H33～H42 H43～H52 長期（H23～H52） 

汚水処理費（私費） 121 億円(168.7 円/m3) 108 億円(137.5 円/m3) 104 億円(123.3 円/m3) 333 億円(141.9 円/m3) 124 億円(172.4 円/m3) 119 億円(151.6 円/m3) 117 億円(139.2 円/m3) 360 億円(153.5 円/m3)

使用料収入 102 億円(141.9 円/m3) 111 億円(141.9 円/m3) 120 億円(141.9 円/m3) 333 億円(141.9 円/m3) 103 億円(142.7 円/m3) 112 億円(142.7 円/m3) 120 億円(142.7 円/m3) 335 億円(142.7 円/m3)

資本費平準化債 － － － － 20 億円 5 億円 － 26 億円 

基準外繰入金 19 億円 2 億円 － 21 億円 1 億円 2 億円 － 3 億円 

経費回収率 84.1％ 103.2％ 115.1％ 100.0％ 99.0％ 98.4％ 102.5％ 100.0％ 

考察 
・パターン 1-1 に比べ、使用料単価は低く（-3 円/m3）となるものの、中期における汚水処理原価が変

わらないため、基準外繰入金は若干増加している。 

・パターン 1-2 と同様に、資本費平準化債の活用により、中期における経費回収率は 100％近くになる。

 

【総評】 

 ①建設改良費を抑制しても、基準外繰入金の抑制効果があまり見られず、むしろ道路陥没や未処理放流などのリスクが高まるデメリットがある。 

 ②資本費平準化債を活用することで資本費が平準化され、中期においても経費回収率を向上することが可能となる。 

 ③現行の使用料単価から 15～18 円程度の改定により、長期における経費回収率は 100％となり、併せて資本費平準化債を活用することで中期においても 100％近くに向上させることが可能となる。 

 ④使用料の段階的な値上げにより、中期における利用者の急激な負担増を緩和する効果は見られるが、長期的には、経費回収率を 100％とするために使用料単価を 150 円/m3 以上にする必要が生じる。 
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財政シミュレーション結果の総まとめ

H23～H32 H33～H42 H43～H52 H23～H32 H33～H42 H43～H52 H23～H32 H33～H42 H43～H52 H23～H32 H33～H42 H43～H52 総計

Ｈ２１実績 低 無 76.4 91.2 96.8 169.9 142.5 134.2 28 10 4 42

１－１　図① 77.0 93.0 100.3 28 8 0.2 36.2

１－１　図② 85.9 103.8 100.0 17 1 0 18

１－１　図③ 80.7 103.6 118.7 136.0 144.6 153.8 23 2 0 25

１－２　図① 87.7 88.3 91.4 13 14 10 37

１－２　図② 98.3 98.9 102.4 2 1 0 3

１－２　図③ 92.0 98.6 108.7 136.3 145.1 154.6 8 2 0 10

２－１　図① 77.0 94.5 105.4 28 6 0 34

２－１　図② 84.1 103.2 115.1 19 2 0 21

２－２　図① 90.1 89.6 93.3 10 12 8 30

２－２　図② 99.0 98.4 102.5 1 2 0 3

※１ 道路陥没や未処理放流などのリスク。

129.9

142.7

基準外繰入金総額（億円）

129.9

145.6

129.9

141.9

使用料単価（円/㎥）

129.9

129.9

144.9

168.6 137.5 123.3

139.6

172.4 151.6 139.2

129.5

171.8 151.2 142.2

備考（評価等）

高

経費回収率（％）

パターン
資本費平準
化債の活用
（有無）

汚水処理原価（円/㎥）
リスク
※１

低

168.7無

有

無

有

 



３．今後のスケジュール 
 
下水道審議会の開催予定時期及び審議事項を以下に示します。 

 

回数 開催時期 審議内容 

第 1 回 平成 21 年 
5 月 11 日(月) 

①委嘱状の交付、会長・副会長の選出、諮問 
②下水道事業の現状説明 

第 2 回 平成 21 年 
6 月 29 日(月) 

①下水道関連施設（塩原水処理センター、黒磯水処理センター及

び東部地区浄化センター）現場見学 
第 3 回 平成 21 年 

8 月 18 日(火) 
①現地視察の確認と課題の整理 
②「都市計画マスタープラン」及び「環境基本計画」の概要説明 
③下水道の将来像 
④優先的課題への対応 
⑤今後のスケジュール 

第 4 回 平成 21 年 
10 月 26 日(月) 

①生活排水処理構想作成方針、全体計画見直し案の提示 
②優先課題に対する対応方針 
③今後のスケジュール 

第 5 回 平成 21 年 
12 月 21 日(月) 

①集合処理と個別処理の費用負担の比較について 
②下水道中期ビジョンの基本理念と基本方針案 
③今後のスケジュール 

第 6 回 平成 22 年 
2 月 15 日(月) 

① 合併浄化槽に関する方針、雨水整備の方針 
② 生活排水処理構想、全体計画見直し内容 
③ 下水道中期ビジョン(現状と課題・今後の施策の体系) 
④ パブリックコメントについて 
⑤ 今後のスケジュール 

第 7 回 平成 22 年 
4 月 30 日(金) 

① パブリックコメント結果報告 
② 中間答申（案）について 
③ 今後のスケジュール 

第 8 回 平成 22 年 
5 月 31 日(月) 

 

① 生活排水処理構想、共下水道全体計画の見直し内容について 
② 下水道事業の経営状況について 
③ 今後のスケジュール 

第 9 回 平成 22 年 
8 月 23 日(月) 

① 下水道中期ビジョンの実施状況ついて 
② 下水道事業の現状と経営の見通し（財政シミュレーション） 
③ 今後のスケジュール 

第 10回 平成 22 年 
10 月 15 日(金) 

① バランス(コスト～事業効果～リスク)を考慮した事業計画検討

② 下水道事業の経営の方向性 
③ 今後のスケジュール 

第 11 回 平成 22 年 
12 月 

① 下水道中期ビジョン(案)のとりまとめについて 
② 審議会答申内容について 
③ 今後のスケジュール 

第 12回 平成 23 年 
2 月 

① 下水道中期ビジョン(案)について 
② 審議会答申書(案)について 
③ 答申 
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